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大口信用供与等規制の見直しに関する要点解説 

銀行グループ内取引を信用供与等の対象外に、証券化商品等に係るルックスルー

の取り扱いを明確化 
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金融庁は大口信用供与等規制を見直し、2019 年７月に関係政府令および告示等

の改正案を公表し、パブリックコメントなどを経て、同年 10 月 30 日に公布した。本

稿では、銀行、銀行グループおよび銀行持ち株会社グループ（以下、銀行等）の同

規制の見直しに関する関係政府令および告示等の改正等を概説する。なお、信用

金庫、信用協同組合などの協同組織金融機関については、一部を除き、銀行法の

関係政府令、告示等に準じた改正が行われている。 

 

 

積み残しとなっていた国際基準上の課題 

銀行等の大口信用供与等規制は、業務の健全性の確保を目的とし、銀行等の資

産の危険分散や、銀行等の信用の広く適切な配分といった観点から、特定の企業・

企業グループに対する貸出等の信用供与等が銀行等の自己資本の一定割合を超え

ることを禁止している。 

金融庁が 2013 年に公表した「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直し

について」（金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・

グループ報告書）やバーゼル銀行監督委員会が 14 年に公表した「大口エクスポージ

ャーの計測と管理のための監督上の枠組」（以下、ルールテキスト）を踏まえ、同年に

信用供与等の範囲や与信者・受信者合算の範囲の拡充などを内容とする大口信用

供与等規制を見直すための関係法令等の改正を行った。 

しかしながら、14 年当時、ルールテキストのうち、銀行グループ内取引の範囲や短

期エクスポージャーの取り扱いなど一部の事柄については、引き続き国際的な議論

が行われることとなった。バーゼル銀行監督委員会が 16 年９月、「大口エクスポージ

ャーの計測と管理のための監督上の枠組へのよくある質問（ＦＡＱ）」を公表し、これら

を含めた国際的な議論に一定の見解を示したことから、同規制の再度の見直しに着
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手し、国際基準との整合性を図るため、ルールテキスト上積み残しとなっていた⑴G-

SIB1グループ間取引における信用供与等限度額、⑵基準自己資本の額、⑶銀行グ

ループ内取引の取り扱い、⑷コールローンの取り扱い、⑸証券化商品等に係るルック

スルーの取り扱い、⑹信用リスク削減手法への対応、⑺経済的相互依存関係、⑻追

加的リスクファクター、⑼大口信用供与等規制に係る行政報告などを主な見直し内容

とする銀行法施行令等の関係政府令、告示および監督指針2等の改正等およびパブ

リックコメントに対する金融庁の考え方を公表3した。 

 

主な改正項目の具体的内容 

(１)  G-SIBグループ間取引における信用供与等限度額 

同一人に対する信用供与等限度額については、現在、自己資本の 25％と定めら

れているが、ルールテキストでは、「G-SIB が他の G-SIB に対して保有するエクスポ

ージャーに適用する大口エクスポージャーの上限は、適格資本ベース（Tier 1）で 15％」

とされた。これは、リーマンショックなどの金融危機の経験を踏まえ、広範囲にわたっ

て金融システムと経済活動に重大な混乱をもたらす恐れのあるシステム上重要な銀

行に対し、その規模・複雑性・相互連関性を踏まえ、そのシステミックリスクとモラルハ

ザードリスクに対処するよう設けられたものである。なお、ここでいうモラルハザードリ

スクとは、破綻時の政府支援への期待から銀行が過度なリスクテイクを行う恐れのこ

とである。 

（２） 基準自己資本の額 

信用供与等限度額の計算に使用する自己資本の額については、現在、Tier 1＋

Tier 2 とされているが、ルールテキストでは、「バーゼルⅢの枠組みのパート１に定義

される基準を満たした、Tier 1 資本の実効的な額である」とされたことから、国際統一

基準行の当該自己資本の額を Tier 1 とした。なお、国内基準行については、Tier 1 と

いう概念が存在しないことから、現行のまま（総自己資本額）とした。 

（３） 銀行グループ内取引の取り扱い 

銀行グループ内取引について、ルールテキストでは「グループ内エクスポージャー

については、…本枠組みには含まれることにはなっていない」とされたが、14年当時、

銀行グループの範囲に関し引き続き国際的な議論が行われる予定だったことから、

信用供与等の対象としていた。しかし、その後特段の議論は行われなかったため、銀

行グループ内取引について、ルールテキストに従って大口信用供与等規制の対象か

                                                      

1 グローバルなシステム上重要な銀行。現時点（19 年）において邦国での対象は３メガバンクの

み。 
2 主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 

3 「銀行法施行令等の一部を改正する政令（案）等に関するパブリックコメントの結果等の公表に

ついて」（19年 10月 30日公表） 
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ら除外することとした。なお、一般的に国際ルール上の「グループ」は、子法人等（形

式基準および実質基準の子会社）までが対象となるため、今回の銀行グループ内取

引の「グループ」も、銀行法令上の子法人等までが対象となる。 

（４） コールローンの取り扱い 

信用供与等の範囲については、14 年の大口信用供与等規制の見直しにおいて、

国際的な基準に準拠させるため、オン・バランス、オフ・バランスの全取引を対象とし

た。しかし、コールローンについては、その当時、国際的な議論が引き続き行われた

ことや、諸外国の同規制に係るコールローンの対応状況なども考慮する必要があっ

たことなどから、その当時の銀行法施行規則等の一部改正4の附則において、「当分

の間、適用しない」とする経過措置を設けた。 

銀行間エクスポージャーについては、同規制の対象とする一方、ルールテキストで

は、「支払・決済プロセスに支障がきたすことを避けるため、日中の銀行間エクスポー

ジャーは、報告要件上又は大口エクスポージャーの上限の適用上、大口エクスポー

ジャーの枠組みの対象とならない」とされたことや、諸外国の同規制に係るコールロ

ーンの適用状況、わが国のインターバンク市場の状況なども踏まえ、償還期限が日

中となるものについては引き続き適用除外とした。 

（５） 証券化商品等に係るルックスルーの取り扱い 

ファンドや証券化商品などのストラクチャーについては、ルールテキストでは、「銀

行は、原資産のエクスポージャーの額が銀行の適格資本ベースの0.25％以上である

原資産を特定するために、ストラクチャーのルックスルーを行わなければならない。こ

の場合、各原資産に対応するカウンターパーティーを特定しなければならない。さら

に、これら特定された原資産のエクスポージャーは、同一のカウンターパーティーに

対するその他の直接的又は間接的なエクスポージャーに加算され得る」とされた。5こ

のため、銀行法施行規則上の「受益証券等」に係る取引または自己資本比率告示6

上の「証券化取引」について、ファンドなどの原資産を構成する個別資産が自己資本

の0.25％以上の場合には、個別資産ごとに特定し管理を行うこと（ルックスルー）とし、

特定した個別資産については、ほかの同様の債務者等に対する信用供与等として合

                                                      

4 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（平成 26年内閣府令第 69号 14年 10月 22日

公布） 
5 協同組織金融機関のうち、単位信金や単位信組などの単位協同組織金融機関については、会

員・組合員組織であり、規模も小さく、金融システムに与える影響も相対的に小さいことから、直ち

に国際ルールを求める必然性も低いため、今回のルックスルーの取り扱いは銀行法施行規則等

の一部を改正する内閣府令（内閣府令第 38号、19年 10月 30日公布）附則において「当分の間、

適用しない」とした。他方、これらの連合会については、その対象地区も全国であり、影響が小さ

いとも言い難いことから、ルックスルーの対象としている。 
6 銀行法 14 条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状

況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 19号） 
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算し管理しなければならないとした。 

また、ルールテキストでは、「原資産が特定することができない場合、…不明顧客

に割り当てなければならない」「すべての不明なエクスポージャーが、大口エクスポー

ジャーの上限が適用される単一のカウンターパーティー（不明顧客）に関連するもの

と仮定して、そのすべての不明なエクスポージャーを合算しなければならない」とされ

た。このため、ルックスルーを行った結果、個別資産が誰に対する信用供与等なのか

が不明な場合は、「擬似同一人」としてほかの不明となった個別資産と合算して管理

しなければならないこととした。なお、例えばファンドについてルックスルーを行い、自

己資本の0.25％以上の個別資産とそれを下回る個別資産とが混在する場合は、自己

資本の0.25％以上となる個別資産についてはそれぞれ管理しなければならないが、

それを下回る個別資産については当該ファンドに対する信用供与等として管理するこ

とができる。 

ルックスルーに係る計算方法として、関係告示により３類型を規定した。３類型とし

ては、ファンド等のストラクチャーにおいて、①優先劣後構造がないもの、②優先劣後

構造となっているもの、③上述で説明した個別資産の内容が不明であり擬似同一人

とするもの――となっている。基本的には個別資産の額について、ストラクチャーに対

する案分計算としているが、優先劣後構造の場合、優先劣後ごとの案分も加味する

こととしている。ただし、優先劣後への各々の投資額が上限となる。 

ルックスルーの対象となる「受益証券等」に係る取引と「証券化取引」のうち、「信用

の供与等の額を計上し、又は算出することが不適当であると金融庁長官が認める場

合」は、ルックスルーを行わなくてよいこととした。具体的には、リートなどの不動産投

資信託や、ファンドのキャピタル・コールに係る未出資額について、今回の大口信用

供与等規制の見直しの際に新設した「大口信用供与等規制に関する留意事項につ

いて（大口信用供与等規制に関するガイドライン）」において、ルックスルーの対象か

ら除く。 

（６） 信用リスク削減手法（CRM）への対応 

ルールテキストでは、「銀行が適格CRMによってオリジナルエクスポージャーの減

額を認識することが求められる場合には、銀行は、CRM提供者に対するエクスポージ

ャーも認識しなければならない。CRM提供者への割当額はオリジナルエクスポージャ

ーからの控除額となる」とされた。このため、国際統一基準行については、自己資本

比率規制上の比率の算出において信用リスク削減手法を適用している場合、大口信

用供与等規制上の信用供与等総額を計算するにあたり、CRM提供者による担保等

の額を担保等提供者への信用供与等と見なして、当該担保等提供者に対するほか

の信用供与等と合算することとした。7ただし、信用リスク削減手法における担保、保

                                                      

7 国内基準行については、担保等提供者による担保等の額または自己資本比率のリスクアセット



5 

 

険、債務の保証などの中でも、①担保として提供される現金および自行預金、②地方

公共団体が債務の保証をした貸出金に係る当該債務の保証、③銀行を子会社とす

る銀行持ち株会社の子法人等が債務の保証をした貸出金に係る当該債務の保証―

―については、担保等提供者に対する信用供与等として合算することは要しないこと

とした。8 

（７） 経済的相互依存関係 

受信者合算の範囲については、14年の大口信用供与等規制の見直しにおいて、

金融審議会の報告書9を踏まえ、子法人等のみならず、受信者の「関連会社」も含む

ものとされた。すなわち、銀行法上、受信者の合算範囲は「同一人」という概念で定め

られているが、「同一人」には同一人自身の「合算関連法人等」（銀行法施行令４条１

項１号ニ）が含まれ、「合算関連法人等」には会計上の「関連会社」が含まれる（銀行

法施行規則13条の11第２項１号）。 

一方、ルールテキストでは、二つ以上の自然人または法人が、①支配関係、また

は、②経済的な相互依存関係のいずれかを満たす場合は、これらを受信者グループ

と見なして合算するものとされていた。この点、①支配関係については、子法人等が

受信者合算の範囲に含まれていたため、ルールテキストとの関係では対応が図られ

ていた。しかし、②経済的な相互依存関係については、「関連会社」を受信者合算の

範囲に含めており、一定の対応が図られていたものの、まったく資本関係のない、あ

るいは資本関係が薄い先との間でも経済的な相互依存関係が生じ得ることを踏まえ

れば、必ずしもルールテキストとの関係で十分な手当てが図られていたわけではなか

った。 

そこで、今回の監督指針の改正では、大口与信管理の主な着眼点として、経済的

な相互依存関係を踏まえた与信管理をすべき旨の規定を追加することとした（主要行

等向けの総合的な監督指針Ⅲ－２－３－２－２－２⑴、中小・地域金融機関向けの総

合的な監督指針Ⅲ－２－４－２⑶（注）参照）。なお、ルールテキストにおいて、大口エ

クスポージャーの枠組みが国際的に活動する銀行に適用されることとなっていること

を踏まえ、経済的な相互依存関係を踏まえた与信管理が求められるのは、国際統一

基準行のみとしている。 

 

                                                      

計算の際に削減された額のいずれかの額を選択できることとした。 
8 協同組織金融機関については、①および②のほか、業界内で設立した保証会社など（一般社

団法人しんきん保証基金、全国しんくみ保証株式会社など）の債務の保証について、担保等提供

者に対する信用供与等として合算することを要しないこととした。 
9 金融システム在り方ＷＧ報告では、「受信側の合算対象の範囲について、連結財務諸表の作成

が義務付けられている大会社や有価証券報告書提出会社にあっては、議決権 50％超の子会社

に加え、実質支配力基準に基づく子会社（議決権 40％以上＋意思決定機関等の支配）や関連社

にまで拡大することが適当である」とされている。 
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（８） 追加的リスクファクター 

ルールテキストでは、「ストラクチャー自体に内在する追加的なリスクファクターを構

成する可能性のある第三者を特定しなければならない」とされている。これを受けて、

今回の監督指針の改正では、大口与信管理の主な着眼点として、国際統一基準行

については、ファンドや証券化商品等への与信管理にあたって、原資産以外に、スト

ラクチャー自体に内在する追加的なリスクファクターとなり得る関係者を特定し、これ

を踏まえた大口与信管理を行っているかということを規定している（主要行等向けの

総合的な監督指針Ⅲ－２－３－２－２－２⑻、中小・地域金融機関向けの総合的な監

督指針Ⅲ－２－４－２⑶（注）参照）。具体的には、①投資先である複数のストラクチャ

ーに共通の追加的なリスク要因が存在する場合、これらのストラクチャーへの信用供

与等の総額を管理することや、②追加的なリスク要因となる関係者に関連のあるスト

ラクチャーへの信用供与等を当該関係者への信用供与等と合算して管理すること─

─の検討が求められる。 

（９） 大口信用供与等規制に係る行政報告 

大口信用供与等規制に係る行政報告については、銀行の場合、半期ごとの経営

実態報告によりなされている。今回の見直しを踏まえ、経営実態報告の様式も改正を

予定しており、今後は改正後の様式に基づき行政報告がなされることになる。 

 

法令などの施行期日とそのほかの注意点 

(１)  施行日 

今回の大口信用供与等規制の見直しに係る関係法令等の施行については、諸外

国の同規制に係る施行状況や邦銀の同規制に対する準備状況などを踏まえ、20年４

月１日とした。 

(２)  信用供与等限度額超過時の対応 

今回の見直しでは、規制を強化する方向での見直しが多いことから、同一人に対

する信用供与等の額が信用供与等限度額を超える事案の発生が見込まれる。こうし

た場合、信用供与等限度額を超えることについて、「やむを得ない理由」がある場合

に該当するとして、内閣総理大臣の承認を受けることが考えられる。今回の規制強化

により信用供与等限度額を超過する事案が発生する場合は、事前に監督当局へご

相談いただきたい。 

 

 

 

（本文中、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解である） 

 


